
（
国
土
交
通
委
員
会
）

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
を
促
進
し
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
強
化
を
図

る
た
め
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
よ
る
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
の
作
成
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
円
滑
な
入
居
を
促
進
す

る
た
め
の
賃
貸
住
宅
の
登
録
制
度
の
創
設
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
の
指
定
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

法
律
の
目
的
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
よ
る
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画

の
作
成
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
円
滑
な
入
居
を
促
進
す
る
た
め
の
賃
貸
住
宅
の
登
録
制
度
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
旨
を
規

定
す
る
と
と
も
に
、
定
義
規
定
に
「
住
宅
確
保
要
配
慮
者
」
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

二

基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
と
し
て
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
目
標
の
設
定
に
関
す
る
事
項
、

住
宅
確
保
要
配
慮
者
が
入
居
す
る
賃
貸
住
宅
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
並
び
に
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給



促
進
計
画
及
び
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
促
進
計
画
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四

住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
入
居
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
等
に
よ
る
登
録
制

度
を
創
設
し
、
登
録
を
受
け
た
住
宅
確
保
要
配
慮
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
（
以
下
「
登
録
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
情
報
を
提

供
す
る
と
と
も
に
、
登
録
事
業
者
に
対
し
必
要
な
監
督
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

五

登
録
事
業
者
は
、
登
録
住
宅
に
入
居
を
希
望
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
し
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
で
あ
る
こ
と
を
理

由
と
し
て
、
入
居
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

六

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
、
登
録
住
宅
の
改
良
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
及
び
家
賃
債
務
保
証
保
険
契
約
に

係
る
保
険
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七

登
録
住
宅
に
入
居
す
る
生
活
保
護
受
給
者
の
住
宅
扶
助
費
等
に
つ
い
て
代
理
納
付
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
す
る
。

八

都
道
府
県
知
事
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
円
滑
な
入
居
を
支
援
す
る
た
め
の
活
動
を
公
正
か
つ
適
確
に
行
う
こ
と
が
で



き
る
法
人
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

九

「
居
住
支
援
協
議
会
」
の
名
称
を
「
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
協
議
会
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
同
協
議
会
の
構
成

員
と
し
て
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
を
例
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

十

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

十
一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
す
る
。


